再出発をめざす人たちの居場所づくり業務委託プロポーザル募集要項

１　趣旨
兵庫県内の検挙者のうち概ね２人に１人が再犯者である。犯罪を減らし、新たな被害者を生まないためにも、再犯防止の取組は極めて重要であるが、犯罪をした者等は、周囲から孤立しやすく、必要な支援や情報が得られないまま再び犯罪をしてしまうという悪循環に陥りがちである。再出発を目指す者やそれを支える家族が孤立しないよう、安心して自身の気持ちを打ち明け、必要な情報等が入手できる居場所となる交流会を開催し、自立を後押しする業務（以下「業務」という。）について、委託事業者を募集する。

２　委託期間
　　委託締結日から令和８年３月31日までとする。

３　業務委託の対象者
　　業務を委託するためのプロポーザル（以下「プロポーザル」という。）に応募することができる者は、次の全ての要件を満たす者であること。また、複数の企業・団体の共同企業体による応募も可能とするが、その際は代表企業が申請すること。
　（１）法人その他団体又は個人事業主であって、仕様書の条件を満たすノウハウを有す
ること。

　（２）提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受ける
必要がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けていること。
　（３）業務の実施に当たり、県との打ち合わせ等に適切に対応することができること。
　（４）次のいずれかに該当しないこと。
　　　①　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定による一般競争入札の参加者の資格制限を受けている者
　　　②　応募図書（６（３）に掲げる書類をいう。以下同じ。）の受付期間において、県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者
③　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
④　事業者等に対する委託費の支給事由と同一理由により支給要件を満たすこと　となる国・都道府県・市町村の各種助成金・補助金の支給を受けている又は受けようとしている者
⑤　県税、消費税及び地方消費税を滞納している者
⑥　宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体
⑦　暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある者
　
４　業務内容
　　別添仕様書のとおり

５　事業費
　　772,000円以内（消費税及び地方消費税を含む。）

６　企画提案に係る手続
（１）募集要項の配布及び参加表明書の提出
　　　　令和７年５月19日（月）から同年６月11日（水）までの間（土曜日及び日曜日を
除く。）の各日９時から17時まで
　　　①　配布方法
　　　　　募集要項等の配布は、事務局（兵庫県県民生活部くらし安全課）の配布の方法による。
　　　②　提出方法
　　　　　参加表明書（様式第１号）を持参、電子メール又はファクスにより令和７年　　５月28日（水）までに事務局に提出すること。
（２）募集要項の内容に関する質問及び回答
　　　①　質問の受付期間
　　　　　令和７年５月19日（月）から同年５月30日（金）までの間（土曜日及び日曜日を除く。）の各日９時から17時まで
　　　②　提出方法
　　　　　持参、電子メール又はファクスにより事務局に提出すること。
　　　③　質問に対する回答
　　　　　質問は様式第11号により行い、事務局は令和７年６月５日（木）までに、質問者に回答する。なお、同種の質問が想定されるもの等については、参加表明書を提出した全ての者に対して回答の内容を公表する。
（３）応募書類の作成及び提出
　　　　この募集要項のほか、業務委託仕様書等の関連資料に基づき以下の書類（以下「応
募図書」という。）を作成の上、正本１部、副本８部を令和７年６月11日（水）まで
に原則として、事務局に持参して提出すること。郵送による場合は、あらかじめ事
務局に連絡したうえで、令和７年６月11日(水)までに事務局に到着するように提出
すること。なお、共同企業体で参加の場合、下記⑥、⑧ア、イ、⑩は全ての企業分を提出すること。
　　　①　応募申請書（様式第２号）
　　　②　提案者概要（様式第３号）
　　　③　類似業務受託実績表（様式第４号）
④　企画提案書（表紙：様式第５号、表紙以外：任意様式）
　　　⑤　経費積算見積書（様式第６号）
　　　⑥　指名停止の状況（様式第７号）
　　　⑦　誓約書（様式第８号）
　　　⑧　納税証明書※（２種類：提出の日において発行から３か月以内のもの。副本には写しを添付）
　　　　ア　消費税又は地方消費税に滞納のない証明
　　　　　　国所管：税務署（納税証明書「その３の２」もしくは「その３の３」）
　　　　イ　兵庫県税に滞納のない証明
　　　　　　地方税（都道府県）所管：兵庫県内県税事務所（「納税証明書（３）」）
　　　　※　兵庫県税の課税実績がない場合は誓約書（様式第９号）
　　　⑨　その他提案内容を説明する書類
　　　⑩　会社概要（パンフレット）等提案者の概要を説明する書類（様式第３号関連）
　　　⑪　共同企業体届出書（共同企業体で参加の場合のみ）（様式第10号）
　　　⑫　共同企業体協定書（共同企業体で参加の場合のみ）（様式任意）
　　　　　※代表企業に参加申込の権限を付与すること。
　（４）費用負担
　　　　応募図書の作成及び提出に要する経費は、応募者の負担とする。
　（５）応募図書の著作権
　　　　応募図書の著作権は、応募者に帰属する。
　（６）応募図書の取扱い
　　　　応募図書は、審査のためにのみ使用し、応募者には返却しない。

７　審査
　（１）審査の方法
　　　　審査会を設置し、以下の項目についてプレゼンテーション審査を行い、審査員の
評価点の合計得
点が最も高い事業者について業務を委託する者に選定する。
なお、応募者が４者以上の場合、プレゼンテーション審査に先立ち、事務局が事
前に書類審査を行い、総合的に評価が高い上位３者程度についてプレゼンテーション審査を行う。
	評価項目
	評価の視点
	配点

	交流会の内容
	・交流会の内容、カリキュラム
・参加者から信頼を得るための方法　等
	30点

	情報管理
	・参加者の個人情報保護対策
・参加対象とならない者が入り込まないための工夫　等
	20点

	
	
	

	
	

	

	
	
	

	対象者への広報
	・対象者への広報手段
・保有している関係機関のネットワーク　等
	20点

	実施体制
	・業務の実施体制

・ノウハウ及び実績　等

	20点

	
	
	

	
	
	

	見積額
	・経費の妥当性
	10点

	合計
	100点



　（２）審査結果等の連絡
　　　　プレゼンテーション審査の日時及び審査結果（書類審査を含む）については、事
務局から文書で通知する。
　
　　　　

８　業務の内容等
（１）県は、業務を委託する者に選定された者（以下「選定業務者」という。）と提案業
務の実施方法等その内容について、協議し、調整を行う。この協議・調整において、
県と選定業務者双方で確認の上、提案業務の内容を修正し、又は変更することがある。
（２）選定業務者は、（１）の協議・調整をした業務の内容を記載した業務計画書及び業
務の実績を記載した実績報告書を県に提出すること。なお、業務の実施に当たっては、業務計画書、委託契約書及び業務委託仕様書に従うこと。
（３）選定業務者が委託契約書に記載する条項に違反したときは、県は、当該委託契約の
全部又は一部を解除し、委託料の支払を停止し、又は選定業務者に対して支払った委
託料の全部又は一部の返還を求めることがある。
（４）本業務により制作される成果物の著作権は県に帰属するものとする。納入される
成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、当該著作物の著作権は、従前
からの著作権者に帰属するが、選定業務者は、当該著作物の使用に必要な費用の負担
及び使用許諾等に関わる一切の手続を行う。
（５）選定業務者は、実績報告書の記載内容が確認できる書類（会計関係帳簿、労働関係
帳簿、業務日誌等）を業務終了後６年間保存すること。

９　その他
　　応募図書の作成に当たっては、下記のサイト等を参考にすること。
　　兵庫県／再犯防止対策の推進

10　事務局
兵庫県県民生活部くらし安全課　 井上・増田
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
TEL 078-362-3163（直通） FAX 078-362-4465
メール 様式第１号
　

参　加　表　明　書

　当社は、令和７年11月25日付けで募集公告のありました下記のプロポーザルに際し、参加を希望します。


記


性犯罪・性暴力被害にかかるLINE相談窓口のシステムの開発・構築
ならびに運用・保守業務委託プロポーザル



　令和　年　　月　　日

　　
　兵庫県県民生活部くらし安全課長　様



　　　　　　　委任者　所　 在　 地

　　　　　　　　　　　
商号又は名称


　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　代理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　





様式第２号
　

性犯罪・性暴力被害にかかるLINE相談窓口のシステムの開発・構築
ならびに運用・保守業務委託プロポーザル応募申請書

令和　　　年　　　月　　　日

兵庫県県民生活部くらし安全課長　様

　　　　　　　　　　　申請者　住所（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地）
	


　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名）
	                                      



性犯罪・性暴力被害にかかるLINE相談窓口のシステムの開発・構築ならびに運用・保守業務委託プロポーザル業務委託プロポーザル募集要項に基づき、下記の関係書類を添えて応募します。
また、同要項３に掲げる要件を全て満たしていることを誓約します。

記

１　企画提案書（様式第４号・A4片面印刷））
２　経費積算見積書（様式第５号）
３　指名停止の状況（様式第６号）
４　誓約書（様式第７号）
５　その他提案内容を説明する書類（任意様式・A4片面印刷）
６　添付書類
　（１）　会社概要（パンフレット）等提案者の概要を説明する書類（様式第３号）
（２）　県税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証する書類
（提出の日において発行から３か月以内のもの）
　　　①　消費税又は地方消費税に滞納のない証明
　　　　　国税所管：税務署（納税証明書「その３の２」もしくは「その３の３」）
　　　②　兵庫県税に滞納のない証明
　　　　　地方税（都道府県）所管：兵庫県内県税事務所（「納税証明書（３）」）
※  兵庫県税の課税実績がない場合は誓約書（様式第８号）

様式第３号
　

提案者概要
提案者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	住所
（主たる事務所の所在地)
	〒


	担当者
	所属・氏名
	

	
	住所
	

	
	連絡先
	（TEL）　　　　　　　　　　　　　　　　（FAX）

	
	E-mail
	
※ パソコンからのメールが受信できるアドレスを記載してください。
今後の連絡先とさせていただきます。

	設立年月日
	

	法人化年月日
	　　　年　　　月　　　日　　※ 法人化していない場合は記載不要です。

	従業員数
	人　（うち正社員　　　　　　人）

	
主な事業内容

	





	
提案者の事業等の特色
（PR点）
	






	ホームページURL
	


【記載に当たっての注意事項】
（１） 枠内に収まらない場合は、必要に応じて枠を拡張するか任意の様式で別紙として作成してください。
（２） 会社概要（パンフレット）等がある場合は、添付してください。





	様式第４号
　






性犯罪・性暴力被害にかかるLINE相談窓口のシステムの開発・構築ならびに運用・保守業務
に係る企画提案書













	企業名
	
















経費積算見積書様式第５号
　

提案者名：　　　　　　　　　　　　　

（単位：円）
	区分
	積算内訳（単価・数量等）
	見積金額

	開発・構築
（A）
	












	

	運用・保守
（B）
	






	

	小 計
(C)＝(A)＋(B)
	
	

	消費税
(D)=(C)×消費税率
	
	

	合　計
(E)=(C)+(D)
	
	


【記載に当たっての注意事項】
（１） 必要な項目が記載されていれば、Excelファイル等で作成した様式でも差し支えありません。
（２） 区分に計上する見積金額は税抜き金額としてください。
（３） 経費については、可能な限り、積算根拠（数量、単価）を明示してください。
（４）（Ｂ）欄については、システム運用の令和８年３月31日までの費用を記載して下さい。
（５） 消費税免税事業者の場合は、「消費税」欄にその旨記載してください。
（６） 枠内に収まらない場合は、必要に応じて枠を拡張するか任意の様式で別紙として作成してください。


指名停止の状況様式第６号
　


兵庫県県民生活部くらし安全課長　様


　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　兵庫県物品関係入札参加者資格登録者名簿への登録の有無　有・無　
　　（いずれかに○）

指名停止の状況について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年　月　日現在
	指名停止を
受けた相手方
	指名停止期間
	指名停止の理由

	
	
	

	【記入例】
○○県●●郡■■町
	令和○年○月○日～令和○年○月○日
	独占禁止法違反行為

	
	
	

	　
	　
	　

	
	
	

	　
	　
	　

	
	
	

	　
	　
	　

	
	
	

	　
	　
	　

	
	
	


※　令和４年11月25日から参加表明書提出の日まで受けている指名停止について、全て記載すること。該当が無い場合は指名停止期間欄に「該当なし」と明記すること。
※　参加表明書提出の日から企画提案書提出の日までに指名停止を受けた場合は、速やかにくらし安全課に連絡すること。

様式第７号
　


誓　約　書

暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約します。
なお、誓約事項に関し、県が行う一切の措置に異議なく同意します。

記

１　条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員に該当しないこと。

２　暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に掲げる者に該当しないこと。

３　間接補助事業を行う場合にあっては、上記１又は２に該当する者に対して間接補助金を交付しないこと。また、業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記１又は２に該当する者をその受託者としないこと。

４　知事が、上記１、及び２を確認するため、必要な事項を兵庫県警察本部長に照会すること、及び当該照会に係る回答の内容を他の補助事業における暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供することについて、異議を述べないこと。


令和７年　　月　　日

　　　兵庫県県民生活部くらし安全課長　　様　　　

   所　  在  　地
名　　　　　称
代 表 者 職・氏 名
電　話　番　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　    電子メール


様式第８号
　


誓　約　書

兵庫県知事
齋藤　元彦　様


　下記の事項について相違ないことを誓約します。

　　・兵庫県税について課税実績がないこと。
　　　【理由】（該当するものにチェックを入れてください。）
　　　　□　公益法人等であり収益事業を行っていないため（法人税法第150条の規定による収益事業開始届を所轄税務署に提出していない。）。
　　　　□　兵庫県内に事務所又は事業所を有しないため。

　　・収益事業を開始したこと等により兵庫県税が課された場合には、納期内に確実に納付すること。


令和７年　　月　　日


所　 在 　地
名　　　　称
代表者職・氏名
電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール



様式第９号
　


質　　問　　書
令和　年　　月　　日
	質問者
	企 業 名
	

	
	職 氏 名
	

	
	電話番号
	

	
	ＦＡＸ番号
	

	（質問内容）




質問は、電子メール又はＦＡＸにて提出してください。
メール：seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp
ＦＡＸ：（078）362-4465
2

